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平成23年3月25日

都道府県医師会

介護保険担当理事殿

日本医師会常任理事

　　三　上　裕　司

「介護予防実態調査分析支援事業実施要綱」の一部改正について

　拝啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　平素は介護保険制度運営に関し、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、介護予防事業につきましては、平成18年度の介護保険法の改正により創設された、

地域支援事業において行われているところであります。

　今年度の本実施要綱においては、第5期介護保険事業計画の策定に向け、各地域の課題

や高齢者のニーズ等を的確に把握するため、日常生活圏域ニーズ調査に関する事項が盛り

込まれておりました。

　しかしながら、目常生活圏域ニーズ調査は前述のとおり、第5期介護保険事業計画の策

定に向けたものであり、単年度事業として行われたことから、平成23年度本実施要綱に

おいては削除されております。

　その他の事項につきましては、今年度の本実施要綱同様、より効果が見込まれる実施方

法を取り入れた介護予防モデル事業を実施するとともに、モデル事業に係る評価分析を行

い、実施方法等の見直し・改善を図ることで、より効果的な介護予防事業に資するよう行

われるものとなっております。

　当該一部改正につきましては、平成23年4月1目より適用されることとなり、厚生労

働省より別添のとおり本会宛に協力依頼がありました。

　つきましては制度の円滑な施行のため、貴会におかれましてもご了知いただき、貴会傘

下の郡市区医師会への周知、ご協力方よろしくご高配のほどお願い申し上げます。

　なお、モデル事業を実施するにあたりましては、市町村より郡市区医師会に協力を求め

られることも考えられますので、その際は、ご協力方、併せて宜しくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

（添付資料）

・r介護予防実態調査分析支援事業実施要綱」の一部改正について

　　　（老老発0309第1号平23．3．9厚生労働省老健局老人保健課長通知）

以上



　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊤　瓢湖言

　社団法人日本医師会会長

　　原　中　勝　征　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　潭蝋騰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生労働省老健局老人保健課罫齷齪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔藩疑罷

　　　　　「介護予防実態調査分析支援事業実施要綱」の」部改正について

　介護予防事業の推進につきましては、平素より格別のご配意をいただき感謝申し上げ

ます。

　今般、「介護予防実態調査分析支援事業実施要綱」を改正し、別添のとおり各都道府

県知事あて通知しましたので、お知らせいたします。

　つきましては、通知の趣旨をご理解の上、引き続きご協力下さいますようお願い申し

上げます。

《
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老発・．399第喝．

平成23年．3月9日

省都道府県、知事殿

　　　　　　　　’鯉繭

厚生謙懸糎
　　　　　　　　歴幽纒

介護予防実態調査分析支援事業実施要綱のマ部改正について

弁護予防離調酬析支援事業実施要項については）「介護予防宰騨醐支援事

業の実施について」（平成2・1年6厚23目老発第qβ23・・1号厚年労働省老健局

長通知）により；れを通知したζころであるが、今般、・その一部を別添新旧対照表のと

胡改正し・一平成23解月11日から璋用することとしたので通知する・』・

、貴都道府県内市町村長仁罰しては、貴職からこの旨通知ざれたい。

〆
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（別　添） 介護予防実態調査分析支援事業実施要綱新旧対照表

改　正　前（旧）

介護予防実態調査分析支援事業実施要綱

第1　目的

　　　平成18年度の介護保険法の改正により、被保険者が要介瞳状態又は要支援状態（以下「要

　　介護状態等』という。）となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合において

　　も、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目

　　的として、地域支援事業が創設されたところである。

　　　今回、より高い効果が見込まれる実施方法を取り入れた介護予防モデル事業（以下「モデ

　　ル事業』という。）を実施するとともに、モデル事業に係る評価分析を行い、実施方法等の見

　　直し・改善を図ることで、より効果的な介護予防事業に資するよう、介護予防実態調査分析

　　支援事業（以下r本事業』という。）を行う。

　　　オ”　　　22　　は　　　　に’いて　日　生」　　ごとの　　の　い　　　の
やズ　甲一－ の　立生， ’　　（地域 む　　　よし　　に ための

法 噸かつ　　に　　でき の と一
』 とした

第2

第3

　実施主体

　本事業の実施主体は、市町村とする。

　なお、実施市町村は、本事業の目的の達成のために必要があるときは、本事業の一部を適

切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

　実施内容

　本事業の実施内容は、次のとおりとする。なお、市町村は、以下の1蓋．L≦」主2の職

か又は両方を巡実施することとする。

一（1）モデル事業

≦22＿モデル事業の効果を検証するための評価分析に係る事業

2　　別　　　（基　チェック項　　　 ・評　　業）

1 チェ“

（2）日常生活　壇ニーズ　査　証・評価　業

第4　モデル事業の実施方法

　　　市町村は、以下の1、2のいずれか又は両方のモデル事業を、市町村内の1カ所以上の地

　　域包括支援センターの担当圏域内において実施する。（具体的な実施内容は、厚生労働省が別

　　途提供するマニュアルに記載する。）

　　1　システム介入

　　　　二次予防事業対象者の効率的な把握や参加率の向上を図るための実施方法を検証するた

改　正　後（新）

第1　目的

　　　平成18年度の介護保険法の改正により、被保険者が要介護状態又は要支援状態（以下「要

　　介護状態等」という。）となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合において

　　も、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目

　　的として、地域支援事業が創設されたところである。

　　　今回、より高い効果が見込まれる実施方法を取り入れた介護予防モデル事業（以下「モデ

　　ル事業』という。）を実施するとともに、モデル事業に係る辞価分析を行い、実施方法等の見

　　直し・改善を図ることで、より効果的な介護予防事業に資するよう、介護予防実態調査分析

　　支援事業（以下r本事業』という。）を行う。

第3　実施内容

　　　本事業の実施内容は、次のとおりとする。なお、市町村は、以下の1及び2の両方を実施

　　することとする。

　　1　モデル事業

　　2　モデル事業の効果を検証するための評価分析に係る事業

一1
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改　正　前（旧）

めに、地域包括支援センターの担当圏域単位で、以下の①又は②のいずれかを実施する。

①担当圏域内の全ての高齢者に対して、r地域支採事業の実施について』（平成18年

　　6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下r地域支援事業実
　　施要綱』という。）に規定する「基本チェックリスト』を配布・回収し、生活機能が

　　低下している者を選定する。

②地壇支援事業実施要綱に規定するr介護予防教室』を開催し、当該教室の参加者の

　　中から生活機能が低下している者を選定する。

2　プログラム介入

　　より効果が見込まれる介護予防プログラムを提供するモデル事業について、地域包括支

橿センターの担当圏域単位で、以下の①～③のうち1つ以上を実施する。

　①運動器疾患対策プログラム
　②複合プログラム（運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上）

　③　認知機能向上プログラム

第5　モデル事業の効果を検証するための評価分析に係る事業の実施方法

　1　第4の1のモデル事業を実施する市町村は、厚生労働省が別途配布するフォーマットを用

　　いて、モデル事業の実施状況に関する情報を記録し、分析する。なお、当絃情報については、

　　電子メール等を用いて、厚生労働省にも報告する。

　2　第4の2のモデル事業を実施する市町村は、厚生労働省が別途配布する専用システムを用

　　いて、モデル事業の対象者の心身機能の状態等に関する情報を経時的に記録し、分析する。

　　なお、当該情報については、氏名等のプライバシー眞関わる情報を除いたものを、専用シス

　　テムを用いて、厚生労働省にも報告する。

1 チエツ 1　r　　チェック

）によし

2　日　生ノ ズ　一
二 1　2　r日　生 ズ　一一一

）によし

紅　事業実施に当たっての留意点
　1　蓋杢蔓．垂は、厚生労働省が別途提供するマニュアル等に従って実施するものとする。

　2　本事業の実施に当たっては、関係団体及び関係機関等と連携・調整を十分に図るものとす

　　る。

　3　本事業の実施に当たっては、対象者に対して本事業の趣旨、個人情報の取り扱い等につい

改　正　　後（新）

塑
1
2

　事業実施に当たっての留意点

　杢玉垂は、厚生労働省が別途提供するマニュアル等に従って実施するものとする。

　　本事業の実施に当たっては、関係団体及び関係機関等と連携・調整を十分に図るものとす
　る。

3　本事業の実施に当たっては、対象者に対して本事業の趣旨、個人情報の取り扱い等につい

一2一



改　正　前（旧）

ての十分な脱明を行い、理解を得るように努めることどする。

箪旦経費の負担
　　　市町村がこの実施要綱に基づき実施する本事業に要する経費については、厚生労働省が別

　　に定める「介護保険事業費補助金交付要綱』に基づき、実施計回を勘案の上、予算の範囲内

　　で国庫補助を行うものとする。

篁旦　その他

　1　養生引臼監を円滑に実施するため、市町村の実務担当者に対して本事業の実施方法等の研修

　　を厚生労働省において実施するものとする。

　2　本事業により収集した情報の所有権は市町村に帰属するものとする。なお、第5により厚

　　生労働省に報告されたデータについては、厚生労働省において、モデル事業の効果等の検証

　　に必要な範囲において使用するものとする。

篁．⊥旦　施行期日

　　　この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

改　正　後（新）

紅

ての十分な説明を行い、理餌を得るように努めることとする。

匙その他
　1　主峯．墓を円滑に実施するため、市町村の実務担当者に対して本事業の実施方法等の研修を

　　厚生労働省において実施するものとする。

　2　本事業により収集した情報の所有権は市町村に帰属するものとする。なお、第5により厚

　　生労働省に報告されたデータについては、厚生労働省において、モデル事業の効果等の検証

　　に必要な範囲において使用するものとする。

聖

一3一



改　正　前（旧）

遡
幽この　　は　日　生シ ごとの　　の　い の やズ　一一一 の自立生，

む　　（地域の む）　より的　に　　するための手法 円5かつ　　に

でき の 図　ため　ニーズ し

手法及び　の　査内　　の　証　　一』こと　目的とする

蝉躍 ・が　　している日常生 のから’　した1
とする。ただし　1　域以上の　　も可　とする。

　　当　　域内の65歳以上の被 とし、1 支　　定　と

彪　の の　ム　1：4の
に

オ、’　1 ・　たしの・　　の腎 は 20人髪上と

幽
への 式によ の　　 ・口 1

、
つ

行りよに

日～に口　がな　　ない については の　生 の　カ　　て

ロ　　ヘは 知の によし 口

な’　　口収　の 民生 に・しては 口　に　たし

に　　　・カ、ら　　に 一い円辱オ’ロにめ

2　ニーズ　　の △　の

に　　したニーズ　　に ム　で

し　1 1の （ア　’加　べき　　が　　か　　の理

べき　　が　るか（　の理由　）、（ウ） 正すべき　　があるか（の理
の 一軸 ﾆともに の の

艶

（別紙1削除）

一4一

改　正　後（新）



改　正　前（旧）

（3）査から明らかになった地域に・る・ の　　・

の から た に・し の

会 し　円シかつ　切な次 の　　に酬た　点 に

4 の

ニーズ　査の 書（男1紙　式2、3　4） 成し　　成22　7月16日迄
に　生 へ　出

、（注）別 式1の査については回収次　まとめて　のし　生　ノ
に　やかに こと

3　　の
ア 嬰 査の　　に当たっては の　　5 回の　定　におけ

の に　いて よ噺に　め

イ の　　者は、正当な理由なしに　モデル　　に　して細し　た　密　　らして

はからないな’ によし 一に　っては との

・上 に め　　く

ウ によレ したについて人アドバス し　　人に’　し

ム の生」の　　のひとつとして∂ の1　の たい

改　正　後（新）
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改　正　前（旧）

欄1｝

｛擁遇うベル，

★日常撒一ズ調査★

【調査票案】

麓董購記λ後は、3つ桁りにU同封の毫億岡劇騰に

λれ葱、Ω厘ΩΩ日魁寓糊してく凋瓢駕

諺入墨 塁腐2皇年　　月　　β

臓割賦を蘇りしされ謝ど鉱たです”㌧Oをつけてくださし㌔

1、あて名のご糊陀入

2．醐臥
　　偽てGのご

3、その億

」

崇以下 欲してくださ亀、

篭鶴番号 一

年齢・性窺 ｛　　》畿 勇 ■女

雲離月9 大正・紹囎 年 月 8

∞

一6一

改　正　後（新）



改　正　前（旧）

響様に1はますますζコ■鋤のことと畿遭び申し鵬．

8頃からOO囎糟劇劇隊にこ遷解とご巴力慈騨0厚く榊し鉱蝕す．

㎜騰一…一い淵に隠紙OO鰍心づく㎜、㈹鵬。

1．一一日痴匡65繊㎝．2．こ＝嘱目にあ躍っては■噂費ラベルの磯5で麟のご傘入翼＝訓’丁ζ磯継湖山㈱白塗蜜が、㎜

　鰭一り、ご」劔に。㎜てもか寒い蜜脚」
3．ご陰鰍っては■臆よく融然一1勝算一幕劉鰍ずる繕

…四一4．一聯の簡りで監
　傭…㎜→ごス毫鰍沢｝熈、紹㈱職鴇鱗纈瞭ご憩
　　　起一㎜懸

一り、鱗一㎜6．この■蘭医つい諒鵬欄糠凝騙馬寵しぽ凱
6、■■圃閥田λ劃瞳よ3つ航り一て継）く燃も㌧

掴陰鬱糞

一
電鍍億融　00－0000

改　正　後（新）
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改正前（旧）

㎜坐する養え¢圃■州㌔Oをつ肇ナ、一を竃リ㌧してくださし、毒

あねたのご家族や生活状況について

摩．臓徽く愚、
@1．一人■るし　之鍾臨機と飼眠 繊その随｛鰍㎜

　（鰍一期のみ）
叝Q聯ぴa’漁臨齢蔦脳騰駅殉

1．8隔壷　a嵐ヂ・餓　　3．慮浮・嫡の配偶麿 4．鎌　6，，兄鯖・郷瞭 αモの曲

3．あな燃■簡叡ζ㎜・一
笥．麗伺一、る 蹴。a働ら㎜・一。璃㎜職、
R．痛■・㎜、

へど鋤縦・燃蜘嫁サか
1．日■麿　a鰐・鍛　3。鰐・績魍■購 4㌧隷　　5．兄繋・購 6．モの短

5．焔・舶し脇艪職掬㊤どれでサか
P．65纐　　2．e赫鴇鋤　3．’7ぴつ4鶴 4≒86鍛以上

銭こ捜配にかかっ㎜郎か（いくつ“》
1．麺暉■賑《ある8自は農舳に…梅．葛■釜 a塵邸中　　a“劇腐 峨モの噛

a鮒晦・繁藤憎■嗜一に一4．糖■窮 2篇■幽匪 a欄）
a馴側篠㎜）　4．靴■隅（露・m吟
o倫灘しょう甑■■鰹1吟　　7．9櫛、輪 α”w（1粧鋤

亀瑚■■・撒■臓・創回顧齢 6．

9．1幽邸角蝉　　葉q一虫
g．糟齢・筍轍鱒曝｛一4．鯛防塵 2．㎜）
12徽隔　織9の劇瓢（白内鼠欄
ﾚ蝋　　侃繊（　　　　　　　）

14L属の鵠

沛宦A 1亀㎜
7．年盛の■購鋤で箏か
笥．蹴　　之葡鰍（磯購舞塗なしケ

T．一　　6．モの諭
3．賑鑑識（麟鋤り） 4．辮金

8．綱騒の■らしの醸瀦㎜こみてどう陳じてい訳サか
ﾀ．’垂t、2、脚善しい　3．脚ゆとり㈱ 5．ゆとり期ある

9．嬬砥載λ㎜してい館か 1．はし、 a鵬凱

1Q膿腫聯月賦1．8一らですか 1．一剃■て 2．脇
11．鵬風調のどれに礫り徹すか

1。月賦　気働噸■髄腔竈　　a一㎜ 載繭旧　　戯モの触

12．嚇曲る‘■■Dは2一 1．嵐、 2。㌧、凱

1歌（2鰍よの薦）お庄働、にエレベータ慰てい零すか 1．はい 2。横風

一8一

改　正 後（新）



改 正　前（旧）

運動・閉じこもりについて

一1．鯵触艀ずりや壁艦寵わら硫鼻ってレ鋤 1．はい 2㈹鴇

2．締潤藍っ一ご¢”藍ら描上がってし、まず1ひ 1．はい 2．いレ蹉

31δ㎜て棚』脇㎜ 1．は晒 2．鵬、え

《5一か 1．はい 2．備凱

臥週に1㎜出していますか 1．はい 2．いいえ

6．一ってい8すか 1．は“ aいじ》し

7．9鰍ている蹴鞠のどれで卿（レKつでも）

t蝋　2．鱒α㎜酷な。 3．㎜み 4．トイレの輔己徽

紙翼の臓匿（一　　6，働の■6 7．鉾Uしみ識、

8，㎜備、
8，一くらい励（モれ燃1つ）
C贋　聰ト・1．鵬B　2．麺へ5e

A鮫　歩一1．醐　a通へ58
糟�闘■断…1．㈱　之鑑4、5臼

･題瞭専一1．繭　　2．這4、58

3．還2、3臼

R．遺a3B
R．週2、3日

R．逓2、38

4．迎48

S．遅1e

S迎，8

ﾖ遅19

5．迎1e筆鷺

T．週↑e裂織

T．憩1日陳働

T．通1日絹

9．9轍停一かO、くつでも）
P．卿　　2．麟障　　鼠バイク 4．白麒麟（闘■励 5，麟瞭㈱てもらう）
6．電廓　’7．脚璽ス　鉱繍㈱璽ス

P1．その曲（　　　）

9．釦■融か輌ト・奉いす 1QIタクシー

軒樋予防について

1．この4離こと力励まサか　　　　　　　　　　4．はい　　　　aいいえ

之転鴬繭繍8いで鋤　　　　　　　　斗．はい　　之鵬嘆

＆繊くなって8蟹し紀か　　　　　　　　　　　　　り．はい　　　　a備、え

4．歩く醜くをって㎜ぼすか　　　　　　　　　1。はい，　　2、いいえ

5．被蓋使ってい“か　　　　　　　　　　　　　　　　　1．はい　　　　2．いい溌

一9一

改　正　後（新）



改 正　　前（旧）

・口触・巣養について

1．6厭2ん鋤以一り親機か 1．はい 2．脳底

亀服ロエ］像　　堰口工亜

3．■レーくい鋤 1．はい 之鵬、え

ヘー繊べこくく騒り濃し紀か 1．はい． a鵬凱

亀一ることか励禦サか 1．はい aいいえ

6．α㎜り衡『か 」．はい 之隔蹴

7。○■購糊し鵡㎜ 1、はい 21“戚

8、　　　　　　　　　　尉か 1．はい 2．いい詫

9．　　　　　　　　　　　してもらってい鶴か 1．はい一 aレ報え

1αくλれ醐〉墜醐哨か ｛．はい 之臓遺

11，く一〉㈱幽の正しあ癌λれ寂してい家ずか 1．はい 2．いい実

物測こついて

1．縛り鋤らrいつ㎝陸働く」な一ると　　1．繊、　　　2』鳩跳

2．轍一1■駅賜るこζ蒼していぽサか　　1．はい　　　a鵬凱

3．　　　　　　　　　　　　　　噂賦闘5りますか　　　　　　　　　　　1．はい　　　　　　2，も覧》し

へ6一瀟か　　　　　　　　　　1．はい　　　2，し馬賊

銑㎜頓驚ずる、一》一かS．幽くで懸る

Q．いく一で登る
l一他人からの合■㎜耀■
S．想とんど欄繊、

●1　俵恥られる
R㌧K一歎脳3．あ震り戯らhない4、隊とんど伍角棚い

一10一

改　正　　後（新）



改 正　前（旧）

・・　日常生活について

1．バスや■窟でr人で魅し；てレ聴か（8㈱
S．で宕るし㌧している　　2．で盛るけどしても、ない　　3．で8職、

之一してい燦サか
@1．で8るし良している　　2。で8るけどしてし、ない　　3。で8融い

3．自一癒していますか
@4．で怒るし、している　　aで慮るけξしてい瑳い　　3．で厳島、

4．鱒働聴してい蕊サか
@1．で怒るし、している　之で書るけどしてし職、　3．で毒ない

5．鋼畦塗の出しλれ癒してし鵬か

@唾．で穿るし、している　　2．で座るけどしてし粕1い　　亀で窓な恥

6．震徽自分で藁べられ“か

@～．で8る　　a→■恥期（㎜つてもらうなご〉㎜る　　3，で叡島、

γ．鶉躍以るζ＆

P．…．一一．一8。麿ってし一か
@斗．頑盛る　　2」！㎜鯛慶　　3．で謝、

9．白

@1．で8る　a輔締る　3．で8恐い
1q自鐘でトイレ㎜
@蒐．で8る　　2．輔C白人』こ意えでもらうリカ㎜る　　3．で8摩い

“．自分恩㎜館か
@4．で8る　　2．一引駒岡防（飽燃えてもらうウカ獅る　　3．r購奪い

1250r山け灘か
@1．で8る　　a→臓n鎗（他人』こ曳えてもらう）む切ればぐ8る　　3．で者鵬、

1a■麟医欝り鱒りで豊8獣か

@4．で8る　　2」∫蹴8躍5　　3．で5鞄鼠’、

14ら由一ますか　　　　1．で8る　2．一る　3．で8繊、

1織大衡蹴燦覚か　　　　　　1．繊、　　2．と趨ど8ある　　　　3．よくある

16．堪一繁すか　　　　　　1．をい　　　2．と8ど8ある　　　　3．よくある

改　正　，後（新）
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改 正　前（1日）

社蛉加について

1．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　喋．嫌い　　　　　　2，レ鳩》し

a噺鶏壕勝　　　　　　　　　　　航顧　　　aし槻
3．潮脚頃■庫葦醐ソげぐい励　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毒．はい　　　　　　2．も鳩》し

4㈱い　　　　　　　　　　　　　　　f．はい　　　2．㈹虞

5．一いま邸か　　　　　　　　　　　　　　歪．はい　　　　aいい詫

蚤魏5一て㌧㎜　　　　　　　　1．はい　　　2．鵬燐

驚借地寵と豊鳳漁人知一“㎜づ．はい　　　2ル鳩遺
a棚陶酔轍てく鶴虐い¢尉で脇Uと㎜

P．覇西■嚇　　2．皐子・鍛　　3．1医iF・鱒㎝　　4年鑓陰・観昧　　5，痩人・気1人

U．艦齢・櫓縄幽彫・艦■障　7．融資　＆脱・励　　9．も入クラフ

Pα籟餉瞠働陰　“．一　惚踊・槻　13．モの他｛　　）

α㎜膿うことが㈱　　　　　　　　　窄．はい　　　2．鵬》し

1α轍㎜から賭し謝ること：が動り摩切　　　　　　歪．嫌い　　　2．鵬玖

“、購うンチィア徹してい濃凱か　　　　　　　　　　　　↑．はい　　　　　2。いい溌

1之欄崩してし㎜G、くつで粉
P．繁り“掌　2“自距亀隔瞼　哉サーク」い盤グルーブ（由総力レ」ブ》

T壱人クうフ　　5，その臨（　　　　　　　　　　　　　　　　）

改　正　後（新）
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改　正　前（旧）

＿　健康について

確，纏1駄こ憩分醐尉か
@1．とても劇瞳　　2．㎜　　3．あ藤り鯛飯で恋い　　4．飼幽い

2．一蕊誓か@4，紹馴■藁（ある姻四真鉢的に・・4．斑　　2．騨茜中　　＆嶋　　峨モの鵬

％燗ｭ・紫競闘α一に…4．糖繭磨　a継　　aモの瞳》

R．㎜一4．㎜G・㈲5．湖棚晒蝋U．㎜（鷺組し淑う臨、馴■躍薙）　　7㌧鵬中鱒　　a．顔ん㎜

X．画讃・錦葭の融気　　1Q聯一
h．欄膵鵬｛ある麹一」．験嘘　之それ以誌）
P之補嵯購　1a8の瘡気㎝鱒㎜　　鳩．耳の億属　1風　㎜
Pa㎝　　1篤ぞの弛（　　　　　　　）　1＆恋い

＆職御薗甑蕨薮飲んでいまマか

S．1棚1　　2、2翻顧　　β。31■頃　　4．4糎頬　　5．5蹴　　6．餓んでいなし、

4，潤甑繍・細腕｛蝋クリニック）に鰯醜していますか　　1，はい　　　　　2，いいλ

5」通商舷二∫”睦の嘱囲瞳で¶以戸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．はい　　　　　　2．いら》し

α以一ス翻していまサか

P．鵬㎜2．㎜3．㎜4．一@5」”劇”’瞭」ヂー・シ鱒ン　　6．一●轍どによる蕨細目コ羽騨尊なと：）

V．モの雌（　　　　　　）

7．（ここ2澗曜）箪8の生活に鵬、　　　　　　　　1．はい　　　　2．いいえ

a（こ二2澗曝）これ無識しんでφれてWヒこと力略しめなく　　1．凹い　　　　2．鵬、え

@なつ薦

9．（ここ2劃■）一穂こと払嫌つくうに　4．はい　　2．し嚇え
@鰍じられる

りαくここ2劃■嘔）血膿盛翻訳5とコ灘北恋い　　　　　　　　　1．“い　　　　　　2．し鳩》し

”．（ここ21■ゆむけもなく徽ような顧じ蹴る　　　　1．はい　　　2，鵬、え

ご協力あ号がとうございました。
記入もれがないか、今一度お確かめください。

肥入した調査票を切り離すことなく、
紙も含み家す）を3つ折りにして同封
貼らずに投函してください。

　　齢の　て（表
＝　　　　こ手を

13一

改　正　　後（新）



改　正　前（旧）

剛2）

1鋤彫剛の鱗況

㈲2唯㈱ 翻■頃㎜　　CQG鳩21年12齢

旗センウ

湘3σゆ（胴鳴2，年12齢 融堵湘Pひゆ㎝1噺2鋤

2事雛鋤観劇院
（1）甕鐵網間

・鶏齢・分㎜

め
　謝㎜∞@∞〟

（2》鱒
　・8鍼閥回収摩：O（逡慮紳数）■0（配聯隊）＝C％

…O一■…

㎜　

改　正　後（新）

2

う

一14一



改　正　前（旧）

鵬3）
二一ヌ臓査の曜日に調度る■壷漿

4項酬朧ついて
　餓欄加魍にO暁つけて楓、ま鳳㎜によってはモの醐糠サ．

顯襲勲讐㌘い鰍燃駄，　　．、、

2一　二一一いて、一でき櫛転調旺サペ豊頓嵐醐
6は、一尉（鯛臨一、酷がしづら6塘の曜臨
靖国囎・ 麹題点

一
3謝欄一
　＿一一鳳徽劉踏し一一聯．員

・o鱒1騨賭：oo

・一：oo
・銘：OO陳
・撮蜻（践G）：oo

・直翻臨麺層二〇〇

・ε鋪7ド城：oo

改　正　後（新）
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改　正　前（旧）

鵬4）

1■薩脆

　輸し船隊・遜趣瓢（陶歯一一》の■匿
　膿ついて、一■い郎．

2■■開聞

　徽夷撫し一罵、一一質．

3その他

一一一一㎜　合は一“．

・胤：oo

議　

改　正　後（新）
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改　正　前
　　　　（旧）

幽
幽

日　生1　　ニーズ

この　　は、日常生1　域ごとの　　の　い高　　の やズ　一一鼎 の自立生活

（ ’）　よし　　に ための日　生，ニーズ 法の

一い、地域の 反映した、より　　の　い の　　に●　ること

一感遡 町・が設定している日常生活圏域のから’定した1　域 地域と

る臨ただし　1 以上の 口　と　る

当 内の65　嵯上の とし　1 と

以　の　　二次 ’） の　　に応じて’

壷
への　　・’　　式によ の配　・口 1カ によし“

日こに口　がな　れない については の民生 の　カ　　て

（ 口 へは
、

の配 によし 口

元、’ 口収　の 生 に・しては 口　に当たし

に ・から　　に　日　　一い　円～な口収に　め

（2） から　らかになった 粛るす対に の

の から出れた に・し の 会 し　円葛

かつ　　オニ の　　や2 回の に■けた　 理（　にした・

法の

（3） の

告（男1紙式6）作成し、平成23318日迄に生働4（老健 計画

（別紙2削除）

一17一

改　正　後（新）



改正，前（旧）

3　　の　の
ア の は、正当な理由なしに に　して知し　た らしてはなら

溢い　　溢 により 町・にっては との

によし したについて人アドバス し　　人に”し
の生」の　　のひとつとして’用　図る　の活用の れたい

改　正　後（斬）

一18一



改　　正　　前（旧）

㎝紙様式5）

く搬惑うベル》

★8離一ズ胴査★
　　【調査票】

㎜綾醍鼠3つ断りにし剛の返固蟻に

入れ嵐Ω幽ま㎜ぴCく愚、

紀　λ　日　　　　　等喰 舘 月 β

鎖隆繕を1巳入され禽のはどなたです協㌧Oをつけてください・

1．あて‘の㎜
2，ご劇齢舵入

@　〔あて“のご繊 ，

O．その翰

※以下華 てください．

讐話番号 一

年齢・惟灘 （　　》趨　　　　　男　・女

生年月日 大正・田籍　　　　　年　　月　　日

∞

19

改　　正　　後（新）



改　正　前（旧）

猶隙には漢す獄サこ髄勝のこと：亡お眞ぴβし燃貌．

8頃からC㎝釦隙鎮籟獺ここ理甥と：㎜厚くお礼ゆし燃す。

㈱　鵬鞍梟し一いう轍ξつて一あるという翻臓
に芯ち、くX鰍一道㎜、礁聯．

1，一囎購65諭以臨r．2．ご馴胆臓コ5躍iつ一て1名のこン匠人につい職糟ピ密語噸㎝

　が一ご一㎜確即」載ご圏轍って醤繰謄よく凝臓凶漁脳一致㎜滞る儒
　戯（髄［亜］鳩マ㎝燃、
概こ㎝う網■鵬㎜で蕊
　償…一ピス枷、る■6の㈹、㎜噺遭随”鮪ζ蒙塵

　　　一㎜　n惨く隙より、轍鵬で㌧嚇働
δ．この■盧につい芯の綜鵬一℃編物聴し鳳

G溜瓶謝一醐徹謝意

一
電謄値遇｝　OO－OOOO

改 正 後（新）

一20一
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改 正　　前（旧）

・　　…竃動・閉じこもりについて

Q1．■聯サリや壁翫わらすに欝っても尉か　　　　　　1．はい　　　a㈹耽

Q2」網目瑞こ臣っ鵡”口■から何もつか麿らサに1㎜ってレM蜜サ芝♪　　1．はい　　　　2．いじ》t

Q3．15分位飼嚇すて：脳、て彫聯か　　　　　　　　　　　　　　　　　1，はい　　　　2，じ笥》し

Q4．5m鵬サか　　　　　　　　　　　　　　　1．はい　　　2．鵬耽

Q5．鷺1醐櫛出嚥庸か　　　　　　　　　　　」，協、　　aいいえ

Q6．　　　　　　　　　　　てい糟　　　　　　　　　1．筋、　　2．いい詫

，Q7．轍てい慧障か　　　　　　　　　　　　　　　輩．鵬、　　全幅翫
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇔Q7－1へ　縛Q8へ

Q7－1．（燃節湖のみ）9魅似てい融■臼よ泌励（いくづで匂
@1．1融気1　　2」■曜一》　　3、励ζ珈脇み　　4．トイレ¢曜回配”剛嚴起つ

@5耳の雨霧一）　a自の■窟　7．欄員㎜い
@8，一、　　9．モの地（　　　　　　）

Q亀臨　　　　　　　　　　らいでサか幌れ遷れ1つ）
@A齢隔・・1，飼閥国国日　　2，遍4、5B　　3，遷2．3臼　　4．週18　　5、週，e…鞘飾

E戯歩一1．醐　　a辺4、5日　a遷2、3日　4．逓1日　5．逓1e剰購

Q9．傷出ずる働一か（いくつで粉
@1．捷夢　　2．窃脳賦　　aバイク　　4し0動曝（自分で魍髄i）　5．團醜廓燃らう）

@6．融　　7．路線パス　　a㎜てス　　9．馳、ず　　1α周幽い亨ω軸ト）
@鋼．羽扇繕・シルバーカー　　12タクシー　　1aモの他（　　　　　⊃

・　転倒ラ防について

Q1．この1一と力轍）朗か　　　　　　　　　1．はい　　　　a鵬、え

Q2．奄舖鵬こ封ずる：芋虫は大8い耐ひ　　　　　　　　　　　　　　　1．はし、　　　　　2．いし》し

Q3．鱒撒くをってきまし凝か　　　　　　　　　　　　　1．は“　　　　之鵬1虞

Qへ隙塞く遙寓鵬く奪って慰鵬劇か　　　　1．はい　　　　2．備、え

Q乾舷轍ってし瞭獄’　　　　　　　　　　　　　4，は恥　　　2．鵬、え

一21

改　　正　　後（新）



’

改 正　　前（旧）

’口臆・巣甜こついて

Q1．6カ」剛瞭で2～3k麟一麿U壁か　　　　　1．はい　　　　　2．も、、蒐

蝋田切鵜皿麺
Qa』岬甲■臓＝拭ア燭■膨雛べにくくなり寒し起か　　　　　　1．はい　　　　　　2．いし》ヒ

Q4旨一るζと力切り灘か　　　　　　　1．ない　　　気構嫌

Qδ．0の爾一か　　　　　　　　　　　　1，はい　　　　2．脳底

Qa　o■窓（λ鑓や，てもらう脚）蒼噂目してい畿サか　1，はい　　　2，鵬遺

Q7．一《脳〉箱剖レ《も鋤　　　　　　　1．繊、　　　　　2。いし》ヒ

Q8』λ㎜しても㎜　　　　　　　　　　　　　　1．はい　　　　2，いし》し
@　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　噂Qe一1．2へ　　ゆ鋤5へ

Q8－1．（λれ■切轍）噛み8り鵬購か　　　1．はい　　　　aいレ》し

Q8－2←　（λね働のあるaのみ）驚臼λれ鷲瞬λれ征してい寂サぴ1．はい　　　　　　2。も鳩》し

伽こついて
Q毒，鷺り鉱からrいつ鯛㎜qねどの陥圃あると　1．はい　　　　之鵬跣

㎜Qa鮒で電躍■9毫■ぺて、㎜けること蚤し心尉か　1．はい　　　　2．横跳

Q3．｛倒ヨが門族騨墜aカわ鵬ト糊まサ〕ひ　　　　　　　　　4，はい　　　　　　2．も噴，》ヒ

Q峨5一繍か　　　　　　　　　　　　1．はい　　　　aいい識

Q瓢㎜（鎌サる、鋤ほど）一か
4，働くで懸る

乞いくらか■剛でεる
3，荊■蹴ると翫、他人からの6鯉騰り棚艘

へ捌㍑朧い
Q6．人に血sの嚇え毅う繁く猷轍

1．｛飢らnる

aいくらか顧剛、儀激られる
aあ褒り猷らn雇い
へほとんど猷られない

一22一

改　　正　　後（新）



改 正　　前（1日）

・　日常生活について

Q1．’口や■軍マト』、人で陽出していま就び（鰍胴）

@1．で8るしへし月：レ喝　　2。できるけどしてレ賃郵，、　　3．で8奪も、

Q2．8絶島の鋼賜をしてし鋤

@1．で密るし、している　2でεるけどしていない　　3．で8脇、

Q＆8一してし聯か
P．で8るし，している　aで8るけどしていない　；3．で蜜尊い

Qへ講㎜、査1し廊鷺か
@鳩．で8る験し鵡、る　aで8るσどし鵡賦レ、　載で8ない

Q瓢翔随の出し㎜てし励
@1．で怒るしへして」、る　　2，で怒るけどしてし魔い　　3．で8騒い

Q6．

@嘩．で寝る　a覗劇¢脚碧切って魅らうなど》漁る　＆で設い

Q7．諫こ入ると8、一蜜魏

P．蜘2、一る一Q＆座っていること㎜
@1．で8る　a㎜齪　3．で叡鵡、

Q9．鮒
P．で盛る　2．→断餓が㎜る　敏で8ない

Qlq血頒トイしかで毒朗か
@1．で穿る　　2．→㎜（他人」こ支驚てもらう）が㎜る　　3．で8ね5、

Q11．8”で㎜演ずか
P．で盛る　2、蘭蘭鵬伐てもらう）崩れぱで8る　3．で籾い

Q惚一@1．で8る　乞輔（他人に支えてもらう）㈱る　3．で8磁、

Gh3」㎜り釣りて慧8ゆひ　　　　　　　1．で白る　　　2・∫一る　　　3．順い

Q騰．自分で嚇憾効臆朗か　　　　｛．で青る　a一る　aで叡垂い

Q1駄一り蓼躍：か　　　　　　1．ない　　　2、と窓ど豊ある　　　　亀よくある

Q16．疎も偬や鱒㎜ますか　　　　1．尊い　　之と窟ど8ある　　　　3．よくある

Q1ス騨愈般がぐ實てい8瞳か　　　　　う．で實ている　　2．で8ていない

一23一
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改 正　　前（1日）

一・　社禽参加について

Q4．年耀の■罎（㎜ど㎝が■け朗か　　1．はい　　　　2．鵬耽

Q之㎜榊　　　1．縁…蝋
Q3．一面㎜　　　　　　　　　　　　　　1．繕い　　　　2，いい災

Qへ億■匿つ←応の一りますか　　　　　　4，はい　　　a幽、え

Q5．瓦人の嘩伽てい塞9か　　　　　　　　　　　　　1．はい　　　　2．隔晩

Q6．1一のってし囎’1　　　　　　　　，．はい　　　a幽凱

Q℃何地つ鳳㎜‘鵬に撒をし～し鋤乳協、　　2ル糊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒Q7－1へ　　⇒Q8へ

Q7一翫（矯饑し心鵬）一てく燃い（いくつ爬粉
@1．配偶麿僕・揃　　2．鳥撃　　＆鎮　4，予の配働嚇　臥見処・嫡腺　α反人・知人

@7．鍾暉・網綱翻・口鵬瞬　　8．8駐澱臓　　Q。白髄・町内禽　　1Q懸人クうブ

P1・遡蹴馴瞼　12・㎜ン酬』　撫ケア鴨ジ？軸　楓側脈覗鱒
@1無その地（　　　　　）

Q8、職人耐購うことが轍1rか　　　　　　　　　　1、はい　　　2．鵬虞

Q9．1臨脚ら箪しむけるこζ翻あり繍か　　　　　　毒．はい　　　　2，いいλ

Q1α■鳴謝師か　　　　　　　　　　　　　　　　4、はい　　　　a鵬、え

Q“．鵬1はあり横サか　　　　　　　　　　　　　　　1．はい　　　　2．鵬耽

Q1之地域魍劉脳謝し鵡晦か（いくつ℃粉
@1，操り鵡滞　　2白麹“・融融搬　3，サ㎞クル・面差グ，い・ブ（建優グルーフ）

@へ徹人クラ7　　臥躍ラン？イア劉勝　6．そ¢聴（　　　　　　）　　7．叡臥κい磁、

改　正　　後（新）
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改　　正　　前（旧）

，：値切こついて

Q1，鰍こ鋤で■㎜、ま動
@　1．とても■腹　　a㎜　　3．あ蹴り雛償¢摩い　　4．㎝い

Q2．璃腔麹■閣k　　　　　　　　　　　　　　廻頭顱か（しKつ職

@1，轟自国モ　　2．㎜・臨　　　3．心噸■幅　　4．馴闘隙墜　　5，筒鎚幽症一

@6．一（■蹴㎜〉　7．躍■・瞬鷺・鱒のうの噸賦　8，驚鱗噸㎜
@9．鮪脅描の磁気（鯨聰し3：う建、1農纏咳）　　1α鼻鱈（脳側・9㎜　　”．瑚ん（脚）

@12血濃・㎜　　1鼠うつ膚　　14縁随σηレツワ、イマ引臼鞠　　葉風バ裾キンソン臼

@1G自の魔魑　　鐸：濁の鯉覧　　1aモの他（　　　　）　　1黛奪い

Q3．彪㎜一聯@1．1鞭鍛　　2，2憩■　　3．3魏麟　　4．4種類　　6，5網闘』しヒ　　6．’働㌔でし職、

04㌔淵四四痢醜・鐘饒《”噂劇臥クリニックうに鯛騨馴」；てい蓼醐nび1．はい　　　　　2。いし》し

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縛Q←1、2へ　⇒Q5へ

Q4－4．G鴫醜している伽）その顛劇鋤蹴
@1．遭1幽以よ＝　2．月2＾‘35　　3．月1露覆霊　　4，2ヶ月に1職　　5．　3ヶ月に」翻割賦

Q4一之（通暁しても働）鋤購一　　　、．はい　　　2．鵬、え

Q5．以下の㈹サービス翻してし嫁すか（いくつで⑤

@4，娘麗訓蒙（㎜　　　2，闘　　3，一農　　4、㎜
@甑潮間■護　　6．納薦1」レ噂，ヂーシgン　　7．｛陽げ1艦（デイサーヒ5り

@8、躍噺■　　9、蹴り’糟リチーシgン（デイケア》lq4一㎜鯛．㎜働輪トス鮪

@4之竃働轍どによる縦驚㎜（一　　1載その短（

Qa一か@1，想鴫鯉尊8鉄む　　　2．翻瞬鎮む　　　3．ほとン㌧ど畝塵ない　　　4．輩出鵬、

Q7．タバコは竣ってし嫁獣か

@づ．嚇⊃ている　2．縛々岐っている　3．級っても鰍　4，もと噸と：喚ってい趨い

Q＆（ここ2遭餓》侮日の生酒にン馴閣■幽囚賄、　　　　　　　　　　1．ぽい　　　　　2．いし》し

Q9，　（ここ2避彫これ竃で躾しんでや何てい」ヒことが藁しめ尊く奪っ惹　1．は↓、　　　　　　2L　も篤，》し

Q1α　（ここ2遷船鵬嫡にで萄α逸ことが、つで㈱，くうに‘じられる1．はい　　　　2．いい糞

Q41．（ここ2週晦雌に立つ内聞だと慰撫、　　　　　1．はい　　　　2．も恥吹

Q12，（こコニ2遡■ゆわけもなく鵬n尾よう鵜じ£月rる　　　　　　1，はい　　　　　　2．し鳩やえ

ご勧ありがとうござし、ましたっ

配入もオ㈹し物、今・r度お禰國Nゆくださも㌔

風入した日査属患切り麓すこと；なく、送一｛糠も含み1自r》壱3
つ折りにして同封した遜蝋に切手を帖らずに般目してくださ」、

一25一
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改 正　前（旧）

鵬6）

1㎜の嘱院
●蹴謝る燈

一 一価ωp鷹21㈱
㎜　　CQ鰍21年12ゆ

測■瞳撒　　竜 人口9ゆ轍2，簿，2丹》 融纏Aロ（人）‘蹴2，年鍛励

2事鎚贈嚇の嘱況

（1）裳銅魍瞳

鴇 縢灘
　　

X　艘㎜　
（

3職敵調障襯

　一応、一鳳，（ ）

〆

　　

改　正　後（新）
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　　　　老発第0623001号

　　　　平成21年6月23日

最終改正老発0309第1号

　　　　平成23年3月9日

各都道府県知事　殿

厚生労働省老健局長

介護予防実態調査分析支援事業の実施について

　平成18年度の介護保険法の改正により創設された地域支援事業において、被保険者

が要介護状態又は要支援状態となることを予防することを目的として介護予防事業が行

われているところであるが、今般、より効果的な介護予防事業の実施に向けた実施方法

等の見直し・改善を図るため、別紙のとおり「介護予防実態調査分析支援事業実施要綱」

を定め、平成21年4月1日から適用することとしたので通知する。

　貴都道府県内市町村長に対しては、貴職からこの旨通知されたい。



介護予防実態調査分析支援事業実施要綱

第1　目的
　　平成18年度の介護保険法の改正により、被保険者力璽介護状態又は要支援状態（以下腰介護状態

　　等」という。）となることを予防するとともに、要介護状態1等となった場合においても、可能な限り、

　　地域において自立した日常生活を営むこと力驚きるよう支援することを目的として、地域支援事業が創

　　設されたところである。

　　今回、より高い効果が見込まれる実施方法を取り入れた介護予防モデル事業（以下rモデル事業」と

　　いう。）を実施するとともに、モデル事業に係る評価分析を行い、実施方法等の見直し・改善を図るこ

　　とで、より効果的な介護予防事業に資するよう、介護予防実態謳渣分析支援事業（以下r本事業」とい

　　う。）を行う。

第2　実施主体

　　本事業の実施主体は、市町村とする。

　　なお、実施市町村は、本事業の目的の達成のために必要力物るときは、本事業の一部を適切な事業運

　　営力確保できると認められる団体等に委託すること力驚きる。

第3　実施内容
　　本事業の実施内容は、次のとおりとする。なお、市町村は、以下の1及び2の両方を実施することと

　　する。

　　1　モデル事業

　　2　モデル事業の効果を検証するための評価分析に係る事業

第4　モデル事業の実施方法

　　市町村は、以下の1、2のいずれか又は両方のモデル事業を、市町村内の1カ所以上の地域包括支援

　　センターの担当圏域内において実施する。（具体的な実施内容は、厚生労働省が別途提供するマニュア

　　ルに記載する。）

　　1　システム介入
　　　二次予防事業対象者の効率的な把握や参力0率の向上を図るための実施方法を検証するために、地域

　　包括支援センターの担当圏域単位で、以下の①又は②のいずれかを実施する。

　　　①担当圏域内の全ての高齢者に対して、r地域支援事業の実施について」（平成18年6月9日老発第

　　　　　0609001号厚生労働省老健局長通知。以下r地域支援事業実施要1剛という。）に規定するr墓

　　　　　本チェックリスト」を配布・回収し、生活機能力紙下している者を選定する。

　　　②地域支援事業実施要綱に規定するr介護予防教室」を開催しへ当該教室の参加者の中から生活機能が

　　　　　低下している者を選定する。

2　プログラム介入

　より効果が見込まれる介護予防プログラムを提供するモデル事業について、士ゆ或包括支援’tzンター

の担当圏域単位で、以下の①～③のうち1つ以．ヒを実施する。

①運動器疾患対策プログラム

1



②複合プログラム（運動器の機能向上、栄養改善、ロ腔機能の向上）

③認知機能向上プログラム

第5モデル事業の効果を検証するための評価分析に係る事業の実方笹方法

　1　第4の1のモデル事業を実施する市町棚よ厚生労働省が引途配布するフォーマットを用いて、モデ

　ル事業の実施状況に関する情報を記録し、分析する。なお、当該情報については、電子メール等を用い

　て、厚生労働省にも報告する。

　2　第4の2のモデル事業を実施する市町村は、厚生労働省が別途配布する専用システムを用いて、モデ

　ル事業の対象者の心身機能の脚態等に関する情報を縄寺的に記録し、分析する。なお、当該情報につい

　ては、氏名等のプライバシーに関わる情報を除いたものを、専用システムを用いて、厚生労働省にも報

　告する。

第6事業実施に当たっての留意。点

　1　本事業は、厚生労働省が別途提供するマニュアル等に従って実施するものとする。

　2　本事業の実施に当たって1よ関係団体及び寝係機関等と連携・調整を十分に図るものとする。

　3　本事業の実施に当たっては、対象者に対して本事業の趣旨、個人情報の取り扱い等についての十分な

　説明を行い、理解を得るように努めることとする。

第7経費の負担
　　市町村がこの実施要綱に基づき実施する本事業に要する経費については、厚生労働省が引に定めるr介

　護保険事業費補助金交付要糸剛に基づき、実施計画を勘案の上、予算の範囲内で国庫補助を行うものと

　する。

第8その也
　1　本事業を円滑に実施するたぬ市町村の実務担当者に対して本事業の実施方法等の研修を厚生労働省

　　において実施するものとする。

　2本事業により収集した情報の所有権は市町村に帰属するものとする。なお、第5により厚生労働省に

　報告されたデータについては、厚生労働省において、モデル事業の効果等の検証に必要な範囲において

　使用するものとする。

第9施行期日

　　この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
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